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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両に搭載され、
　他車両から送信された、当該他車両のドライバが自車両を認知していることを示す認知
情報信号を受信する認知情報受信処理部（Ｆ３４）と、
　前記認知情報受信処理部が受信した認知情報信号に基づいて、前記他車両のドライバが
自車両を認知しているか否かを判定する他ドライバ認知状態判定部（Ｆ７１）と、
　前記他ドライバ認知状態判定部が前記認知情報信号に基づいて判定した結果を、自車両
のドライバに報知する報知制御部（Ｆ８）と、
　所定の他車両に対して、自車両のドライバが当該他車両を認知しているか否かを判定す
る自ドライバ認知状態判定部（Ｆ７２）と、
　前記自ドライバ認知状態判定部が判定した結果に基づいて、自車両のドライバが当該他
車両を認知しているか否かを示す前記認知情報信号を当該他車両に送信する認知情報送信
処理部（Ｆ３３）と、
　自車両の位置を取得する自車位置取得部（Ｆ１）と、
　前記他車両が送信した、当該他車両の位置を特定するための情報を含む車両情報を受信
する車両情報受信処理部（Ｆ３２）と、
　前記車両情報受信処理部が受信した前記車両情報に基づいて、前記他車両の位置を取得
する他車位置取得部（Ｆ４１）と、
　自車両のドライバの視線方向を検出する視線検出部（Ｆ６）と、を備え、
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　前記自ドライバ認知状態判定部は、前記視線検出部が検出した前記視線方向と、前記自
車位置取得部が取得した自車両の位置と、前記他車位置取得部が取得した前記他車両の位
置と、に基づいて、自車両のドライバが前記他車両を認知しているか否かを判定し、
　前記他ドライバ認知状態判定部は、
　前記自車位置取得部が取得した自車両の位置と、前記他車位置取得部が特定した前記他
車両の位置と、に基づいて、自車両が前記他車両の所定の視認可能範囲に存在するか否か
を判定し、
　自車両が前記他車両の前記視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内に前記他
車両から前記認知情報信号を受信しなかった場合には、前記他車両のドライバが自車両を
認知しているか否かを表す認知状態は不明であると判定し、
　自車両が前記他車両の前記視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内に、前記
他車両から、前記他車両のドライバが自車両を認知していることを示す前記認知情報信号
を受信した場合には、前記他車両のドライバは自車両を認知していると判定し、
　自車両が前記他車両の前記視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内に、前記
他車両から、前記他車両のドライバが自車両を認知していないことを示す前記認知情報信
号を受信した場合には、前記他車両のドライバは自車両を認知していないと判定すること
を特徴とする車両用認知通知装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記自ドライバ認知状態判定部は、
　前記自車位置取得部が取得した自車両の位置と、前記他車位置取得部が取得した前記他
車両の位置と、に基づいて、前記他車両が自車両の所定の視認可能範囲に存在するか否か
を判定し、
　前記他車両が前記自車両の前記視認可能範囲に存在すると判定した場合に、自車両のド
ライバが当該他車両を認知しているか否かを判定することを特徴とする車両用認知通知装
置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　自車両の周辺に存在する複数の他車両のうち、前記自ドライバ認知状態判定部による判
定の対象とする前記他車両を対象車両に設定する対象車両設定部（Ｆ５）を備え、
　前記自ドライバ認知状態判定部は、前記対象車両設定部によって対象車両に設定されて
いる前記他車両が自車両の前記視認可能範囲に存在する場合に、自車両のドライバが当該
他車両を認知しているか否かを判定し、
　前記対象車両設定部は、複数の前記他車両のうち、自車両と進行方向が一定角度以内で
あって、かつ、所定の対象車両設定用距離以内に存在する前記他車両を、前記対象車両に
設定することを特徴とする車両用認知通知装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか１項において、
　自車両の位置と前記他車両の位置から定まる自車両に対する前記他車両の相対位置に基
づいて、自車両と当該他車両との位置関係を特定するとともに、その自車両と当該他車両
との位置関係を変更しようとする前記他車両の動作を検出する位置関係変化検出部（Ｆ９
）を備え、
　前記認知情報送信処理部は、前記位置関係変化検出部が自車両と当該他車両との位置関
係を変更しようとする前記他車両の動作を検出したことに基づいて、前記認知情報信号を
当該他車両に送信することを特徴とする車両用認知通知装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記位置関係変化検出部は、前記他車両が自車両を追い抜こうとしているか否かを判定
する、追い抜かれ判定部（Ｆ９２）を備え、
　前記認知情報送信処理部は、前記追い抜かれ判定部が、前記他車両が自車両を追い抜こ
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うとしていると判定したことに基づいて、前記認知情報信号を当該他車両に送信すること
を特徴とする車両用認知通知装置。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか１項において、
　自車両の位置と前記他車両の位置から定まる自車両に対する前記他車両の相対位置に基
づいて、自車両と当該他車両との位置関係を特定するとともに、その自車両と当該他車両
との位置関係を変更しようとする自車両の動作を検出する位置関係変化検出部（Ｆ９）を
備え、
　前記他ドライバ認知状態判定部は、前記位置関係変化検出部が自車両と当該他車両との
位置関係を変更しようとする自車両の動作を検出したことに基づいて、前記他車両のドラ
イバが自車両を認知しているか否かを判定する処理を開始することを特徴とする車両用認
知通知装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記位置関係変化検出部は、自車両が前記他車両を追い抜こうとしているか否かを判定
する追い抜き判定部（Ｆ９１）を備え、
　前記追い抜き判定部が、自車両が前記他車両を追い抜こうとしていると判定した場合に
、前記他ドライバ認知状態判定部は、前記他車両のドライバが自車両を認知しているか否
かを表す認知状態を判定する処理を開始することを特徴とする車両用認知通知装置。
【請求項８】
　第１車両に搭載されている第１車両用認知通知装置（１Ａ）と、第２車両に搭載されて
いる第２車両用認知通知装置（１Ｂ）と、備える車両用認知通知システム（１００）であ
って、
　前記第１車両用認知通知装置は、
　前記第１車両のドライバが前記第２車両を認知しているか否かを判定する自ドライバ認
知状態判定部（Ｆ７２）と、
　前記自ドライバ認知状態判定部が前記第１車両のドライバが前記第２車両を認知してい
ると判定した場合には、前記第１車両のドライバが前記第２車両を認知していることを示
す認知情報信号を前記第２車両に送信する認知情報送信処理部（Ｆ３３）と、
　前記第１車両の位置を取得する第１車両側自車位置取得部（１Ａ　Ｆ１）と、
　前記第２車両が送信した、当該第２車両の位置を特定するための情報を含む車両情報を
受信する第１車両側車両情報受信処理部（１Ａ　Ｆ３２）と、
　前記第１車両側車両情報受信処理部が受信した前記車両情報に基づいて、前記第２車両
の位置を取得する第１車両側他車位置取得部（１Ａ　Ｆ４１）と、
　前記第１車両のドライバの視線方向を検出する視線検出部（Ｆ６）と、を備え、
　前記自ドライバ認知状態判定部は、前記視線検出部が検出した前記視線方向と、前記第
１車両側自車位置取得部が取得した前記第１車両の位置と、前記第１車両側他車位置取得
部が取得した前記第２車両の位置と、に基づいて、前記第１車両のドライバが前記第２車
両を認知しているか否かを判定し、
　前記第２車両用認知通知装置は、
　前記第１車両から送信された、前記認知情報信号を受信する認知情報受信処理部（Ｆ３
４）と、
　前記認知情報受信処理部が受信した前記認知情報信号に基づいて、前記第１車両のドラ
イバが前記第２車両を認知しているか否かを判定する他ドライバ認知状態判定部（Ｆ７１
）と、
　前記他ドライバ認知状態判定部が前記認知情報信号に基づいて判定した結果を、前記第
２車両のドライバに報知する報知制御部（Ｆ８）と、
　前記第２車両の位置を取得する第２車両側自車位置取得部（１Ｂ　Ｆ１）と、
　前記第１車両が送信した、当該第１車両の位置を特定するための情報を含む車両情報を
受信する第２車両側車両情報受信処理部（１Ｂ　Ｆ３２）と、
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　前記第２車両側車両情報受信処理部が受信した前記車両情報に基づいて、前記第１車両
の位置を取得する第２車両側他車位置取得部（１Ｂ　Ｆ４１）と、を備え、
　前記他ドライバ認知状態判定部は、
　前記第２車両側自車位置取得部が取得した前記第２車両の位置と、前記第２車両側他車
位置取得部が特定した前記第１車両の位置と、に基づいて、前記第２車両が前記第１車両
の所定の視認可能範囲に存在するか否かを判定し、
　前記第２車両が前記第１車両の前記視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内
に前記第１車両から前記認知情報信号を受信しなかった場合には、前記第１車両のドライ
バが前記第２車両を認知しているか否かを表す認知状態は不明であると判定し、
　前記第２車両が前記第１車両の前記視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内
に、前記第１車両から、前記第１車両のドライバが前記第２車両を認知していることを示
す前記認知情報信号を受信した場合には、前記第１車両のドライバは前記第２車両を認知
していると判定し、
　前記第２車両が前記第１車両の前記視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内
に、前記第１車両から、前記第１車両のドライバが前記第２車両を認知していないことを
示す前記認知情報信号を受信した場合には、前記第１車両のドライバは前記第２車両を認
知していないと判定することを特徴とする車両用認知通知システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用認知通知装置、車両用認知通知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の車両が相互に無線通信（いわゆる車車間通信）を実施して、その無線通信
範囲内に存在する車両の位置情報を共有する技術がある。例えば特許文献１には、自車両
と位置情報を共有している他車両の存在を示すシンボルや、当該他車両の現在位置を示す
地図画像を、表示装置に表示する車両用認知支援システムが開示されている。この車両用
認知支援システムによれば、自車両のドライバが当該他車両の存在を認知することを支援
することができる。
【０００３】
　また、他車両が、特許文献１に開示の車両用認知支援システムを搭載してあって、かつ
、自車両と位置情報を共有している場合、当該他車両の表示装置には、他車両の存在を示
すシンボルや、自車両の現在位置を示す地図画像が表示されることになる。したがって、
特許文献１に開示の車両用認知支援システムによれば、他車両のドライバに自車両を認知
するように支援することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３７７３０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示の車両用認知支援システムによれば、他車両のドライ
バが自車両を認知するように支援することはできても、他車両のドライバが自車両を認知
しているか否かは、自車両のドライバにとっては不明であるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、他車両
のドライバが自車両を認知していることを、自車両のドライバが認識できる車両用認知通
知装置及び車両用認知通知システムを提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　その目的を達成するための車両用認知通知装置の発明は、自車両に搭載され、他車両か
ら送信された、当該他車両のドライバが自車両を認知していることを示す認知情報信号を
受信する認知情報受信処理部（Ｆ３４）と、認知情報受信処理部が受信した認知情報信号
に基づいて、他車両のドライバが自車両を認知しているか否かを判定する他ドライバ認知
状態判定部（Ｆ７１）と、他ドライバ認知状態判定部が認知情報信号に基づいて判定した
結果を、自車両のドライバに報知する報知制御部（Ｆ８）と、所定の他車両に対して、自
車両のドライバが当該他車両を認知しているか否かを判定する自ドライバ認知状態判定部
（Ｆ７２）と、自ドライバ認知状態判定部が判定した結果に基づいて、自車両のドライバ
が当該他車両を認知しているか否かを示す認知情報信号を当該他車両に送信する認知情報
送信処理部（Ｆ３３）と、自車両の位置を取得する自車位置取得部（Ｆ１）と、他車両が
送信した、当該他車両の位置を特定するための情報を含む車両情報を受信する車両情報受
信処理部（Ｆ３２）と、車両情報受信処理部が受信した車両情報に基づいて、他車両の位
置を取得する他車位置取得部（Ｆ４１）と、自車両のドライバの視線方向を検出する視線
検出部（Ｆ６）と、を備え、自ドライバ認知状態判定部は、視線検出部が検出した視線方
向と、自車位置取得部が取得した自車両の位置と、他車位置取得部が取得した他車両の位
置と、に基づいて、自車両のドライバが他車両を認知しているか否かを判定し、他ドライ
バ認知状態判定部は、自車位置取得部が取得した自車両の位置と、他車位置取得部が特定
した他車両の位置と、に基づいて、自車両が他車両の所定の視認可能範囲に存在するか否
かを判定し、自車両が他車両の視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内に他車
両から認知情報信号を受信しなかった場合には、他車両のドライバが自車両を認知してい
るか否かを表す認知状態は不明であると判定し、自車両が他車両の視認可能範囲に存在す
ると判定してから一定時間内に、他車両から、他車両のドライバが自車両を認知している
ことを示す認知情報信号を受信した場合には、他車両のドライバは自車両を認知している
と判定し、自車両が他車両の視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内に、他車
両から、他車両のドライバが自車両を認知していないことを示す認知情報信号を受信した
場合には、他車両のドライバは自車両を認知していないと判定することを特徴とする。
 
【０００８】
　以上の構成では、認知情報受信処理部が、他車両から送信された、当該他車両のドライ
バが自車両を認知していることを示す信号を受信した場合には、報知制御部は、他車両の
ドライバが自車両を認知していることを自車両のドライバに報知する。すなわち、以上の
構成によれば、自車両のドライバは、他車両のドライバが自車両を認知していることを認
識できる。
【０００９】
　また、上記目的を達成するための車両用認知通知システムの発明は、第１車両に搭載さ
れている第１車両用認知通知装置（１Ａ）と、第２車両に搭載されている第２車両用認知
通知装置（１Ｂ）と、備える車両用認知通知システム（１００）であって、第１車両用認
知通知装置は、第１車両のドライバが第２車両を認知しているか否かを判定する自ドライ
バ認知状態判定部（Ｆ７２）と、自ドライバ認知状態判定部が第１車両のドライバが第２
車両を認知していると判定した場合には、第１車両のドライバが第２車両を認知している
ことを示す認知情報信号を第２車両に送信する認知情報送信処理部（Ｆ３３）と、第１車
両の位置を取得する第１車両側自車位置取得部（１Ａ　Ｆ１）と、第２車両が送信した、
当該第２車両の位置を特定するための情報を含む車両情報を受信する第１車両側車両情報
受信処理部（１Ａ　Ｆ３２）と、第１車両側車両情報受信処理部が受信した車両情報に基
づいて、第２車両の位置を取得する第１車両側他車位置取得部（１Ａ　Ｆ４１）と、第１
車両のドライバの視線方向を検出する第１車両側視線検出部（Ｆ６）と、を備え、自ドラ
イバ認知状態判定部は、第１車両側視線検出部が検出した視線方向と、第１車両側自車位
置取得部が取得した第１車両の位置と、第１車両側他車位置取得部が取得した第２車両の
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位置と、に基づいて、第１車両のドライバが第２車両を認知しているか否かを判定し、第
２車両用認知通知装置は、第１車両から送信された、認知情報信号を受信する認知情報受
信処理部（Ｆ３４）と、認知情報受信処理部が受信した認知情報信号に基づいて、第１車
両のドライバが第２車両を認知しているか否かを判定する他ドライバ認知状態判定部（Ｆ
７１）と、他ドライバ認知状態判定部が認知情報信号に基づいて判定した結果を、第２車
両のドライバに報知する報知制御部（Ｆ８）と、第２車両の位置を取得する第２車両側自
車位置取得部（１Ｂ　Ｆ１）と、第１車両が送信した、当該第１車両の位置を特定するた
めの情報を含む車両情報を受信する第２車両側車両情報受信処理部（１Ｂ　Ｆ３２）と、
第２車両側車両情報受信処理部が受信した車両情報に基づいて、第１車両の位置を取得す
る第２車両側他車位置取得部（１Ｂ　Ｆ４１）と、を備え、他ドライバ認知状態判定部は
、第２車両側自車位置取得部が取得した第２車両の位置と、第２車両側他車位置取得部が
特定した第１車両の位置と、に基づいて、第２車両が第１車両の所定の視認可能範囲に存
在するか否かを判定し、第２車両が第１車両の視認可能範囲に存在すると判定してから一
定時間内に第１車両から認知情報信号を受信しなかった場合には、第１車両のドライバが
第２車両を認知しているか否かを表す認知状態は不明であると判定し、第２車両が第１車
両の視認可能範囲に存在すると判定してから一定時間内に、第１車両から、第１車両のド
ライバが第２車両を認知していることを示す認知情報信号を受信した場合には、第１車両
のドライバは第２車両を認知していると判定し、第２車両が第１車両の視認可能範囲に存
在すると判定してから一定時間内に、第１車両から、第１車両のドライバが第２車両を認
知していないことを示す認知情報信号を受信した場合には、第１車両のドライバは第２車
両を認知していないと判定することを特徴とする。
【００１０】
　なお、特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述する実施形態
に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る車両用認知通知システム１００の概略的な構成の一例を示す図
である。
【図２】本実施形態における車載システム１０の概略的な構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図３】本実施形態に係る制御部１の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図４】メモリ１１が記憶する周辺車両リストのデータ構造の一例を説明するための図で
ある。
【図５】制御部１が実施する対象車両設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】制御部１が実施する他ドライバ認知状態判定処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図７】制御部１が実施する認知情報送信関連処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】自ドライバ認知状態判定部Ｆ７２が実施する自ドライバ認知状態判定処理の一例
を示すフローチャートである。
【図９】本実施形態における車載システム１０の作動及び効果を説明するための図である
。
【図１０】変形例１における制御部１の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図を用いて説明する。図１は、本実施形態に係る車両
用認知通知システム１００の概略的な構成の一例を示す図である。車両用認知通知システ
ム１００は、図１に示すように複数の車両Ａ、Ｂのそれぞれに搭載されている車載システ
ム１０Ａ、１０Ｂを備える。各車両に搭載されている車載システム１０Ａ、１０Ｂは何れ
も同様の機能を備えており、以降においてこれらを区別しない場合には車載システム１０
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と記す。
【００１３】
　以降では、車載システム１０を搭載している任意の１つの車両を自車両と称するが、車
載システム１０を搭載している複数の車両において、自車両、他車両の関係は、相対的に
定まるものであり、仮に図１において車両Ａを自車両とすると、車両Ｂが他車両となる。
一例として車両Ａが請求項に記載の第１車両に相当し、車両Ｂが請求項に記載の第２車両
にそれぞれ相当する。以下、車載システム１０の構成の詳細について説明する。
【００１４】
　車載システム１０は図２に示すように、制御部１、通信装置２、周辺監視システム３、
車載センサ群４、ドライバモニタ５、表示装置６、音声出力装置７、及び入力装置８を備
える。制御部１と、通信装置２、周辺監視システム３、車載センサ群４、ドライバモニタ
５、表示装置６、音声出力装置７、及び入力装置８とは、それぞれ周知の車両内通信ネッ
トワークで相互通信を実施する。車両内通信ネットワークは、有線通信によって構築され
ても良いし、無線通信によって構築されてもよい。また、それらを組み合わせて構築され
ていても良い。
【００１５】
　通信装置２は、送受信アンテナを備え、自車両の周辺に存在する他の車両の通信装置２
との間で、通信網を介さないブロードキャスト型の無線通信によって情報の送受信を行う
。つまり、通信装置２は、車車間通信を行う。
【００１６】
　車車間通信は、例えば７００ＭＨｚ帯の電波などを用いる構成とし、通信装置２の無線
通信可能な範囲は、自車両を中心とする数百ｍ以内とする。すなわち、自車両は、その無
線通信可能な範囲に存在する他の車両と、逐次車車間通信を実施する。車車間通信で用い
る周波数帯は、上述した７００ＭＨｚ帯以外の周波数帯、たとえば、５．８ＧＨｚ帯、２
．４ＧＨｚ帯などの周波数を用いてもよい。また、無線通信可能な範囲も適宜設計されれ
ばよい。なお、車々間通信における通信相手は、その送受信される情報に含まれている車
両ＩＤで特定することができる。車両ＩＤは、複数の車両をそれぞれ識別するために車両
毎に設定されている識別コードである。
【００１７】
　周辺監視システム３は、自車両に搭載され、制御部１の周辺監視制御部Ｆ２（後述）の
指示に基づいて自車両の周辺の障害物（すなわち他車両）の検出を行い、検出した車両の
相対位置や相対速度などを示すデータを制御部１に出力する。なお、周辺監視システム３
の検出結果は、自車両周辺に存在する他車両に関する情報（たとえば位置情報や車速）を
より精度よく取得するために、車車間通信で受信した車両情報（詳細は後述）と相補的に
用いられる。
【００１８】
　本実施形態では、周辺監視システム３は、前方監視ユニット３１、後方監視ユニット３
２、右側方監視ユニット３３、及び左側方監視ユニット３４を備えるものとする。
【００１９】
　各ユニットの概要としては、前方監視ユニット３１は、自車両の前方の障害物の検出を
逐次行い、後方監視ユニット３２は、自車両の後方の障害物の検出を逐次行う。また、右
側方監視ユニット３３は、自車両の右側方の障害物の検出を逐次行い、左側方監視ユニッ
ト３４は、自車両の左側方の障害物の検出を逐次行う。次に、各ユニットの構成及び作動
の詳細について述べる。
【００２０】
　前方監視ユニット３１は、例えば自車両の前方を撮像する前方カメラと、自車両の前方
の障害物（ここでは他車両）を電磁波や音波の反射によって得られる反射波を利用して検
出する前方障害物センサと、を備える構成とする（何れも図示略）。なお、ここでの前方
とは、自車両の正面方向に限らず、左斜め前方や右斜め前方を含む範囲を指すこととする
。
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【００２１】
　例えば前方カメラは、光学式カメラであって、例えばＣＭＯＳカメラやＣＣＤカメラ等
を用いることができる。その他、前方カメラとして赤外線カメラを用いても良い。前方カ
メラは、例えば自車両の前方の所定範囲を撮影するように車室内のルームミラー付近に設
置されればよい。
【００２２】
　また、前方障害物センサは、探査波の送信時刻と、とその探査波が物体に反射された生
じる反射波を受信した時刻との差や位相の変化をもとに、障害物との距離やその障害物が
存在する方向、相対速度を検出する周知の障害物センサである。ここでは一例として、ミ
リ波レーダを採用する。前方障害物センサは、例えば自車両の前方の所定範囲に探査波を
送信するようにフロントバンパ中央付近に設置されればよい。
【００２３】
　もちろん、前方障害物センサは、その他、レーザレーダや赤外線センサ、超音波センサ
を用いてもよく、さらには、複数のカメラで撮影した画像の視差から位置を特定する測距
システムなどを用いてもよい。
【００２４】
　前方監視ユニット３１は、前方カメラが撮影した画像や、前方障害物センサが検出した
検出データから他車両を検出すると、当該他車両に対して、他車両毎に固有の検出車両Ｉ
Ｄを付与し、当該他車両の自車両に対する相対位置や、相対速度などを算出する。
【００２５】
　例えば前方監視ユニット３１は、前方カメラの画像情報を用いた画像認識等によって自
車両前方に存在する他車両を検出すると、前方障害物センサで当該他車両までの距離や、
当該他車両が存在する方向を検出する。そして、距離及び方向を特定することで当該他車
両の自車両に対する相対位置を算出する。検出物体が車両であるか否かは周知のパターン
マッチング技術などを適用すれば良い。
【００２６】
　また、前方監視ユニット３１は、一度検出して検出車両ＩＤを付与した他車両に対して
は、周知の物体追跡（トラッキング）手法を用いて追尾することで、この追尾が成立して
いる限り、同一の他車両に対しては同一の検出車両ＩＤが付与されている状態を維持する
。
【００２７】
　そして、前方監視ユニット３１は、他車両に割り当てられている検出車両ＩＤと、当該
他車両の相対位置や相対速度と対応付けたデータ（前方車両データ）を生成し、逐次制御
部１に出力する。
【００２８】
　なお、他の態様として、前方監視ユニット３１が前方カメラを備えずに、前方障害物セ
ンサのみによって他車両までの距離を検出する構成としてもよい。また、前方障害物セン
サを備えずに、前方カメラの画像のみによって他車両を検出する構成としてもよい。
【００２９】
　後方監視ユニット３２は、自車両の後方を撮像する後方カメラと、電磁波などの探査波
の反射によって得られる反射波を利用して自車両の後方に存在する障害物（すなわち他車
両）を検出する後方障害物センサと、を備える（何れも図示略）。ここでの後方とは、自
車両の背面方向に限らず、左斜め後方や右斜め後方を含む範囲を指すこととする。
【００３０】
　後方カメラ及び後方障害物センサは、設置箇所や撮影範囲（または検出範囲）が異なる
点を除けば、前方カメラ及び前方障害物センサのそれぞれと同様の構成である。すなわち
、後方カメラは光学式カメラであって、自車両の後方の所定範囲を撮影するように、例え
ばリアウインドウ上部に設置されればよい。また、後方障害物センサはミリ波レーダであ
って、自車両の後方の所定範囲に検知範囲を形成するように設置されている。例えば後方
障害物センサは、例えば自車両の後方の所定範囲に探査波を送信するようにリアバンパ中
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央付近に、それぞれ設置されればよい。
【００３１】
　後方監視ユニット３２も、後方カメラが撮影した画像や、後方障害物センサが検出した
検出データから自車両後方に存在する他車両を検出すると、当該他車両と自車両との相対
位置、相対速度などを他車両毎に算出する。また、これらの他車両毎の情報を、前方監視
ユニット３１と同様に、他車両毎に割り当てる検出車両ＩＤによって管理する。
【００３２】
　そして、後方監視ユニット３２は、他車両に割り当てられている検出車両ＩＤと、当該
他車両の相対位置や相対速度と対応付けたデータ（後方車両データ）を生成し、逐次制御
部１に出力する。
【００３３】
　右側方監視ユニット３３は、探査波を送信してからその探査波の反射波を受信するまで
の時間を利用して自車両の右側方に存在する他車両との距離や、当該他車両が存在する方
向を検出する右側方障害物センサを備える。この右側方障害物センサとしては種々の障害
物センサを採用することができ、本実施形態では一例として、前方障害物センサや後方障
害物センサなどと同様に、ミリ波レーダを採用する構成とする。なお、ここでの右側方と
は、自車両の右斜め前方から右斜め後方まで含むものとする。
【００３４】
　右側方障害物センサで検出した他車両の情報は、制御部１に供給される。より具体的に
は、右側方監視ユニット３３は他車両を検出すると、当該他車両と自車両との相対位置、
相対速度などを他車両毎に算出する。これらの他車両毎の情報は、前方監視ユニット３１
と同様に、他車両毎に割り当てる検出車両ＩＤによって管理される。そして、右側方監視
ユニット３３は、他車両に割り当てられている検出車両ＩＤと、当該他車両の相対位置や
相対速度と対応付けたデータ（右側方車両データ）を生成し、逐次制御部１に出力する。
【００３５】
　左側方監視ユニット３４は、探査波を送信してからその探査波の反射波を受信するまで
の時間を利用して自車両の左側方に存在する他車両との距離や当該他車両が存在する方向
を検出する左側方障害物センサを備える。この左側方障害物センサとしては種々の障害物
センサを採用することができ、本実施形態では一例として、他の障害物センサなどと同様
に、ミリ波レーダを採用する。なお、ここでの左側方とは、自車両の左斜め前方から左斜
め後方まで含むものとする。
【００３６】
　左側方障害物センサで検出した障害物の情報は、制御部１に供給される。より具体的に
は、左側方監視ユニット３４は他車両を検出すると、当該他車両と自車両との相対位置、
相対速度などを他車両毎に算出する。これらの他車両毎の情報は、前方監視ユニット３１
と同様に、他車両毎に割り当てる検出車両ＩＤによって管理される。そして、左側方監視
ユニット３４は、他車両に割り当てられている検出車両ＩＤと、当該他車両の相対位置や
相対速度と対応付けたデータ（左側方車両データ）を生成し、逐次制御部１に出力する。
【００３７】
　本実施形態において右側方監視ユニット３３及び左側方監視ユニット３４は、前方監視
ユニット３１及び後方監視ユニット３２と異なって、カメラを備えない構成とするが、こ
れに限らない。すなわち、右側方監視ユニット３３及び左側方監視ユニット３４は、前方
監視ユニット３１及び後方監視ユニット３２と同様に、それぞれカメラを備える構成とし
ても良い。
【００３８】
　また、障害物センサとして全方位型のレーザレーダ等を利用できる場合には、当該全方
位型の障害物センサによって、前方、後方、左側方及び右側方の障害物を検出する構成と
してもよい。
【００３９】
　車載センサ群４は、自車両に搭載された、自車両の状態を検出する種々のセンサであっ
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て、例えば、車速センサや、加速度センサ、ジャイロセンサ、ＧＮＳＳ受信機、操舵角セ
ンサ、ブレーキストロークセンサ、アクセルペダルセンサ、方向指示レバー位置センサ、
ドアミラー角度センサなどが含まれる。
【００４０】
　車速センサは自車両の走行速度を検出し、加速度センサは自車両に作用する加速度を検
出する。ＧＮＳＳ受信機は、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅ
ｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）で用いられる衛星からの電波を受信することで、ＧＮＳＳ受
信機の現在位置を示すデータを取得する。ＧＮＳＳ受信機としては、例えばＧＰＳ受信機
を用いることができる。
【００４１】
　ジャイロセンサは自車両の鉛直軸周りの回転角速度を検出し、操舵角センサはステアリ
ングの切れ角に基づいて操舵角を検出する。ブレーキストロークセンサはブレーキペダル
の踏込量を検出し、アクセルペダルセンサはアクセルペダルの踏込量を検出する。方向指
示レバー位置センサは、方向指示レバーが左折位置又は右折位置になっているかを検出す
る。
【００４２】
　ドアミラー角度センサは、自車両に備えられた左右のドアミラーの鏡面の角度を検出す
るためのセンサである。車載センサ群４が備える種々のセンサが検出した検出値は、逐次
制御部１に出力される。
【００４３】
　ドライバモニタ５は、撮影面をドライバに向けた姿勢にて、車両の室内に設置されてお
り、ドライバの顔を含む範囲を逐次（例えば１００ミリ秒毎に）撮影し、その撮影画像の
画像データを、制御部１に逐次出力する。本実施形態ではドライバモニタ５を、ステアリ
ングコラムカバーの上に取り付けるものとするが、その他の態様として、バックミラー部
分になどに取付けてもよい。
【００４４】
　また、本実施形態ではドライバモニタ５として、赤外線を検出することにより、可視光
の少ない環境下においても撮像可能な赤外線カメラを用いる。もちろん、ドライバモニタ
５は、赤外線カメラのほかに、例えばＣＭＯＳカメラやＣＣＤカメラ等、可視光を感知す
る光学式のカメラ等であってもよい。このドライバモニタ５が請求項に記載の顔部撮影装
置に相当する。
【００４５】
　表示装置６は、制御部１からの指示に基づいてテキストや画像を表示し、種々の情報を
ドライバに報知する。表示装置６は、例えばフルカラー表示が可能なものであり、液晶デ
ィスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラズマディスプレイ等を用いて構成することがで
きる。本実施形態において表示装置６は、インストゥルメントパネルの車幅方向中央付近
に配置されるセンターディスプレイとする。
【００４６】
　他の態様として、表示装置６はインストゥルメントパネルの運転席側の上部に配置され
たメーターディスプレイであってもよい。また、表示装置６は、フロントガラスの運転席
前方の一部分に虚像を映し出して種々の情報を表示する周知のヘッドアップディスプレイ
であってもよい。さらに、表示装置６は、センターディスプレイや、メーターディスプレ
イ、ヘッドアップディスプレイなどを組み合わせて実現されていても良い。表示装置６が
複数のディスプレイを備える場合には、制御部１がその表示させるデータ毎に、そのデー
タの出力先とするディスプレイを選択すればよい。
【００４７】
　音声出力装置７は、スピーカ等から構成され、制御部１から入力される音声データを音
声（単なる音も含む）に変換して出力する。
【００４８】
　入力装置８は、ステアリングホイールに設けられたメカニカルなスイッチ（いわゆるス
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テアリングスイッチ）である。例えば入力装置８としてのステアリングスイッチは、複数
のスイッチを備え、それら複数のスイッチのそれぞれには、ドライバの好みに応じた機能
が割り付けられている。ドライバは、この入力装置８を操作することによって、その操作
に応じた機能の実行を指示することができる。入力装置８は、ドライバによる入力操作を
検出すると、その入力操作を表す制御信号を制御部１に出力する。
【００４９】
　なお、本実施形態では、入力装置８として、ステアリングスイッチを採用する構成とす
るが、これに限らない。その他、周知の音声認識技術を用いて実現される音声入力装置で
あってもよいし、インストゥルメントパネルに設けられたメカニカルなスイッチであって
もよい。さらに、表示装置６と一体となって構成される周知のタッチパネルなどであって
も良い。
【００５０】
　制御部１は、通常のコンピュータとして構成されており、周知のＣＰＵ、ＲＯＭやＥＥ
ＰＲＯＭ、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリ、ＲＡＭなどの揮発性メモリ、Ｉ／Ｏ
、及びこれらの構成を接続するバスライン（何れも図示略）などを備えている。
【００５１】
　制御部１が備えるメモリ１１は、書き換え可能な記憶媒体であって、例えば制御部１が
備えるフラッシュメモリやＲＡＭなどによって実現される。
【００５２】
　このメモリ１１が、種々の処理を実行するためのプログラムモジュールやデータを記憶
している。また、メモリ１１は、自車両に設定されている車両ＩＤや、後述する周辺車両
リストを記憶している。
【００５３】
　ここで図２を用い、制御部１が、メモリ１１に格納されている種々のプログラムモジュ
ールを実行することによって実現する機能について説明する。制御部１は、図２に示すよ
うに機能ブロックとして、自車位置検出部Ｆ１、周辺監視制御部Ｆ２、通信処理部Ｆ３、
車両情報管理部Ｆ４、対象車両設定部Ｆ５、視線検出部Ｆ６、認知判定部Ｆ７、及び報知
制御部Ｆ８を備える。この制御部１が請求項に記載の車両用認知通知装置に相当する。ま
た、車載システム１０Ａが備える制御部１Ａが請求項に記載の第１車両用認知通知装置に
、車載システム１０Ｂが備える制御部１Ｂが請求項に記載の第２車両用認知通知装置に、
それぞれ相当する。
【００５４】
　自車位置検出部Ｆ１は、ＧＮＳＳ受信機や、車速センサ、ジャイロスコープなどの車載
センサ群４が備えるセンサから入力される信号に基づいて、自車両の現在位置を検出する
。現在位置を示す位置情報は、例えば緯度、経度で表される構成とすればよい。自車位置
検出部Ｆ１は、逐次（例えば１００ミリ秒毎）に位置情報を取得する。
【００５５】
　なお、現在位置を検出するために用いられるセンサ群は、各々が性質の異なる誤差を持
っているため、複数のセンサにより各々補完しながら使用するように構成されている。も
ちろん、各センサの精度によっては、上述したセンサの一部の出力値を用いても良い。こ
の自車位置検出部Ｆ１が請求項に記載の自車位置取得部に相当する。
【００５６】
　周辺監視制御部Ｆ２は、前述の周辺監視システム３の動作を制御するとともに、周辺監
視システム３から自車両周辺に存在する他車両の情報を取得する。すなわち、前方監視ユ
ニット３１からは前方車両データを、後方監視ユニット３２からは後方車両データを、右
側方監視ユニット３３からは右側方車両データを、左側方監視ユニット３４から左側方車
両データを取得する。そして、周辺監視制御部Ｆ２は、これら各方向に存在する他車両の
データに基づいて、周辺監視システム３で検出可能な範囲に存在する他車両毎に、その相
対位置や相対速度を示すデータ（周辺車両データとする）を生成する。
【００５７】
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　なお、本実施形態において、前方や後方といった各方向に存在する他車両の相対位置等
を特定する処理は、各方向に対応する監視ユニットが実施し、周辺監視制御部Ｆ２は、各
監視ユニットが特定した結果を取りまとめるものとするが、これに限らない。各方向に存
在する他車両の相対位置などを特定する処理の一部または全部は、周辺監視制御部Ｆ２が
実施しても良い。すなわち、周辺監視制御部Ｆ２は、各監視ユニットが備える機器（カメ
ラや障害物センサ）が検出したデータを逐次取得し、それらのデータから周辺車両の相対
位置や相対速度等を特定してもよい。
【００５８】
　通信処理部Ｆ３は、通信装置２の動作を制御し、自車両周辺に存在する他車両からデー
タを受信する処理を実施するとともに、それら他車両の全て又は一部に対してデータを送
信する処理を実施する。通信処理部Ｆ３は、より細かい機能ブロックとして図３に示すよ
うに、車両情報送信処理部Ｆ３１、車両情報受信処理部Ｆ３２、認知情報送信処理部Ｆ３
３、及び認知情報受信処理部Ｆ３４を備える。
【００５９】
　車両情報送信処理部Ｆ３１は、少なくとも自車両の車両ＩＤ及び位置情報を含む車両情
報を生成し、通信装置２を介して自車両周辺に存在する全ての他車両に向けて送信する。
車両情報は、車両情報は、標準のフォーマットに従って生成されればよく、その送信元と
なる車両の車両ＩＤ及び位置情報の他、その車両の進行方向や車速も含んでいてもよい。
本実施形態では、車両情報は、送信元の車両ＩＤ、位置情報、進行方向、車速、加速度を
含む構成とする。
【００６０】
　なお、車両情報は、その送信元の位置情報として、最新の位置情報だけでなく、その車
両の位置情報を時系列に並べた位置情報の時系列データを含んでいてもよい。位置情報の
時系列データは、その車両の走行軌跡を示す。また、車両情報は、位置情報の代わりに、
位置を特定するための情報を含む構成としてもよい。位置を特定するための情報とは、例
えばその送信元の車両周辺を走行する他車両の車両ＩＤ、及びその車両との相対位置を示
す情報である。
【００６１】
　車両情報受信処理部Ｆ３２は、他車両が送信した車両情報を受信する処理を行う。他車
両から受信した車両情報は、車両情報管理部Ｆ４に逐次出力する。他車両が送信する車両
情報も自車両が送信する車両情報と同様のデータフォーマットに従って生成される。すな
わち、車両情報受信処理部Ｆ３２は、他車両から、当該他車両の車両ＩＤ、位置情報、進
行方向、車速、加速度を含む車両情報を受信する。
【００６２】
　認知情報送信処理部Ｆ３３は、認知情報信号を生成して所定の他車両に対して送信する
。認知情報信号は、自車両のドライバが当該他車両の存在を認知しているか否かを表す信
号である。
【００６３】
　例えば認知情報信号は、送信元の車両ＩＤと、宛先とする他車両の車両ＩＤと、自車両
のドライバがその宛先とする他車両の存在を認知しているか否かを表す認知情報を含んで
いる構成とする。認知情報は、例えば処理上のフラグである認知フラグによって表せばよ
い。より具体的には、自車両のドライバが当該他車両の存在を認知している場合には認知
フラグに１を設定し、一方、自車両のドライバが当該他車両の存在を認知していない場合
には、認知フラグに０を設定した認知情報信号を送信すればよい。
【００６４】
　認知情報受信処理部Ｆ３４は、他車両が自車両に向けて送信した認知情報信号を受信す
る処理を実施する。すなわち、他車両から受信した認知情報信号は、その認知情報信号の
送信元のドライバが、自車両を認知しているか否かなどを表している。以降では、自車両
のドライバを自ドライバ、他車両のドライバを他ドライバとも称する。
【００６５】
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　なお、本実施形態では各車両は通信装置２による同報通信を行うため、自車両の通信装
置２は、自車両以外に向けて送信された認知情報信号も受信することになる。そこで、認
知情報受信処理部Ｆ３４は、通信装置２から認知情報信号が入力されると、当該認知情報
信号に含まれている宛先の車両ＩＤと自車両の車両ＩＤとを照合する。そして、その称号
の結果、宛先の車両ＩＤが自車両のＩＤとなっていない当該認知情報信号については破棄
し、一方、宛先の車両ＩＤが自車両の車両ＩＤとなっている場合には、その認知情報信号
を認知判定部Ｆ７に渡す。このような構成とすることで、本実施形態においても特定の車
両との通信を実施する構成とする。
【００６６】
　車両情報管理部Ｆ４は、自車両周辺に存在する他車両の情報を管理する。車両情報管理
部Ｆ４は、上述した役割を実施するためのより細かい機能ブロックとして、他車両情報取
得部Ｆ４１、車両情報格納処理部Ｆ４２、及び周辺車両対応付け部Ｆ４３を備える。
【００６７】
　他車両情報取得部Ｆ４１は、車両情報受信処理部Ｆ３２が他車両から受信した車両情報
を取得するとともに、周辺監視制御部Ｆ２から周辺車両データを取得する。すなわち、他
車両情報取得部Ｆ４１は、自車両周辺に存在する他車両の情報（位置情報や車速など）な
どを取得する。この他車両情報取得部Ｆ４１が請求項に記載の他車位置取得部に相当する
。
【００６８】
　車両情報格納処理部Ｆ４２は、他車両情報取得部Ｆ４１が車両情報受信処理部Ｆ３２か
ら取得した他車両の車両情報を、送信元の他車両の車両ＩＤと対応付けてメモリ１１に格
納する。一例として本実施形態の車両情報格納処理部Ｆ４２は、図４に示すように、車両
情報を受信している他車両をリスト化した周辺車両リストによって、自車両周辺に存在す
る他車両の車両情報を管理する。周辺車両リストは、車両ＩＤ毎に、当該他車両から受信
した車両情報をリスト化した他車両受信データと、対象車両設定フラグと、を備えている
。
【００６９】
　他車両受信データは、当該他車両から受信した車両情報を、受信時刻が新しい順に並べ
たデータであって、各時刻で受信した車両情報に含まれていた車両位置、進行方向、車速
、送信間隔を備えている。なお、他車両受信データが備えるデータは古いものから順次破
棄していけばよい。また、一定時間車両情報を受信していない車両ＩＤのデータについて
は、周辺車両リストから削除する。対象車両設定フラグについては後述する。
【００７０】
　また、車両情報格納処理部Ｆ４２は、車両情報送信処理部Ｆ３１が生成した、自車両の
車両情報についても他車両受信データと同様に、生成時刻が新しい順に並べてメモリ１１
に保存する。このメモリ１１に格納している、時系列に並べた自車両の車両情報からなる
データを自車両データと称する。
【００７１】
　さらに、車両情報格納処理部Ｆ４２は、他車両情報取得部Ｆ４１が周辺監視制御部Ｆ２
から取得した周辺車両データに含まれる他車両毎のデータを、そのデータに対応付けられ
ている検出車両ＩＤ毎に区別してメモリ１１に格納する。なお、検出車両ＩＤ毎のデータ
を以降では、他車両検出データと称する。他車両検出データは、当該他車両の自車両に対
する相対位置や相対速度など、周辺監視システム３が検出した結果を検出時刻が新しい順
に並べたデータとする。なお、便宜上、周辺監視システム３が検出した自車両に対する他
車両の相対位置を検出相対位置、また、その相対速度を検出相対速度と称する。
【００７２】
　周辺車両対応付け部Ｆ４３は、検出車両ＩＤ毎の他車両検出データと、周辺車両リスト
が備える車両ＩＤ毎の他車両受信データと、に基づいて、周辺監視システム３が検出して
いる他車両（言い換えれば検出車両ＩＤ）と、車両ＩＤとの対応付けを行う。
【００７３】
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　例えば、周辺車両対応付け部Ｆ４３は、ある車両ＩＤの他車両受信データに含まれる位
置情報と、自車両の位置情報とから、自車両に対する当該他車両の相対位置（受信相対位
置とする）を算出する。そして、周辺車両対応付け部Ｆ４３は、前述の受信相対位置と、
他車両毎の検出相対位置と、を比較して、周辺監視システム３が検出している他車両のう
ち、その車両情報を送信している他車両に該当する他車両を抽出する。
【００７４】
　より具体的には、周辺監視システム３が検出している他車両のうち、当該他車両の検出
相対位置と、前述の受信相対位置との差が所定の許容距離内（例えば１ｍ以内）となる検
出車両ＩＤとなっている他車両を、当該受信相対位置の算出に用いた車両情報の送信元の
他車両であると判定する。そして、その該当すると判定した他車両の検出車両ＩＤと、当
該受信相対位置の算出に用いた車両情報を送信している他車両の車両ＩＤとを対応付ける
。
【００７５】
　なお、本実施形態では、現在時刻での受信相対位置と検出相対位置とに基づいて、車両
情報を受信している他車両と、周辺監視システム３が検出している他車両との対応付けを
行う構成とするがこれに限らない。複数の時点における受信相対位置の時系列データと、
同じ複数の時点における検出相対位置の時系列データと、に基づいて、車両情報を受信し
ている他車両と、周辺監視システム３が検出している他車両との対応付けを行ってもよい
。これら複数時点における受信相対位置の時系列データは、メモリ１１に格納されている
他車両受信データに基づいて生成されればよい。
【００７６】
　また、相対位置に加えて、相対速度や、進行方向、加速度などを用いて、車両情報を受
信している他車両と、周辺監視システム３が検出している他車両との対応付けを行っても
よい。
【００７７】
　相対速度を用いる場合には、他車両から受信した車両情報に含まれる車速と車載センサ
群４から取得する自車両の車速とから算出した相対速度（受信相対位置とする）と、検出
車両ＩＤ毎に保存されている検出相対速度と、を比較し、その相対速度の差を算出する。
そして、受信相対速度と検出相対速度の差が所定の閾値以下であって、受信相対位置と検
出相対位置の差も一定距離以内となっている他車両を、当該受信相対速度や受信相対位置
の算出に用いた車両情報を送信した他車両であると判定する。
【００７８】
　もちろん、車両情報を受信している他車両と、周辺監視システム３が検出している他車
両との対応付けの方法は、上述した例に限らず、その他、公知の方法を適用してもよい。
【００７９】
　本実施形態では以降で述べる種々の処理において、車両ＩＤと検出車両ＩＤとの対応付
けが完了している他車両の、相対位置や、相対速度、位置情報、車速などとして、周辺監
視システム３が検出した値を用いる構成とする。すなわち、他車両の相対位置や相対速度
として、検出相対位置や検出相対速度を採用し、他車両の位置情報は、自車位置検出部Ｆ
１が検出する自車両の位置情報と検出相対位置から特定する。また、他車両の車速も、自
車両の車速と検出相対速度とから求めた値を採用する構成とする。加速度など、他のパラ
メータも同様とする。
【００８０】
　もちろん、他の態様として、他車両から受信する車両情報を信頼して用いることが出来
る場合には、他車両の走行状態を示す情報として、その車両情報から受信した車両情報に
含まれる値を用いてもよい。すなわち、他車両の位置情報や車速として、当該他車両から
車両情報に含まれる値を採用してもよい。
【００８１】
　なお、他車両の進行方向は、当該他車両から受信した車両情報に含まれている値を採用
してもよいし、当該他車両の位置情報の時系列データから算出した値を採用してもよい。
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【００８２】
　対象車両設定部Ｆ５は、車両情報を受信している他車両のうち、後述する他ドライバ認
知状態判定処理及び認知情報送信関連処理において処理の対象とする他車両（対象車両と
する）を設定する処理（対象車両設定処理とする）を実施する。この対象車両設定処理に
ついては、図５に示すフローチャートを用いて説明する。
【００８３】
　図５は、対象車両設定部Ｆ５が実施する対象車両設定処理の一例を示すフローチャート
である。図５に示す対象車両設定処理は、例えば、車両情報受信処理部Ｆ３２が他車両か
ら車両情報を受信した場合に実施する構成とする。その他、周辺車両リストに登録されて
いる複数の他車両のそれぞれに対して、逐次（例えば１００ミリ秒毎）に実施してもよい
。
【００８４】
　まず、ステップＳ１０１では、受信した車両情報に基づいて、当該車両情報を送信した
他車両が対向車線を走行する他車両であるか否かを判定する。
【００８５】
　他車両が対向車線を走行する他車両であるか否かは、受信した車両情報に含まれる当該
他車両の進行方向と、自車両の進行方向とを比較することで判定すればよい。例えば、当
該他車両の進行方向と自車両の進行方向とのなす角度が、所定の閾値（対向車判定閾値と
する）以上となっている場合に、他車両が対向車線を走行する他車両であると判定する。
対向車判定閾値は、例えば１７０度など、適宜設計すればよい。
【００８６】
　当該車両情報を送信した他車両が、対向車線を走行する他車両であると判定した場合に
は、ステップＳ１０１がＹＥＳとなって、ステップＳ１０４に移る。一方、車両情報を送
信した他車両が、対向車線を走行する他車両であると判定した場合には、ステップＳ１０
１がＮＯとなってステップＳ１０２に移る。
【００８７】
　ステップＳ１０２では、車両情報に含まれる位置情報と自車両の位置情報に基づいて、
当該車両情報を送信した他車両が、自車両から所定の距離（対象車両設定用距離とする）
以内に存在するか否かを判定する。対象車両設定用距離は、例えば５０ｍなどの一定値と
してもよいし、自車両の車速に応じて定まる値であってもよい。後者の場合には、対象車
両との相対速度が大きいほど、対象車両設定用距離も大きくなるように設定する。
【００８８】
　当該車両情報を送信した他車両が、自車両から対象車両設定用距離以内に存在する場合
にはステップＳ１０２がＹＥＳとなってステップＳ１０３に移る。一方、当該車両情報を
送信した他車両が、自車両から対象車両設定用距離以内に存在しない場合には、ステップ
Ｓ１０２がＮＯとなってステップＳ１０４に移る。
【００８９】
　ステップＳ１０３では、当該他車両を対象車両に設定して本フローを終了する。より具
体的には、周辺車両リストにおいて、当該車両情報を送信した他車両の対象車両フラグに
１を設定する。対象車両フラグは、対象車両とする他車両と、対象車両ではない他車両（
非対象車両とする）とを区別するためのフラグであって、対象車両とする他車両に対して
は対象車両フラグを１に設定する。一方、対象車両フラグが０に設定されている車両とは
、非対象車両であることを意味する。
【００９０】
　ステップＳ１０４では、当該他車両を非対象車両に設定して本フローを終了する。すな
わち、周辺車両リストにおいて、当該車両情報を送信した他車両の対象車両フラグに０を
設定する。
【００９１】
　以上で述べたようにして、自車両周辺に存在する他車両に対して、対象車両とするか否
かを予め設定しておくことで、後述の他ドライバ認知状態判定処理及び認知情報送信関連
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処理における処理負荷を軽減することができる。すなわち、上述の対象車両設定処理は、
他ドライバ認知状態判定処理及び認知情報送信関連処理における処理負荷を軽減するため
の処理であって、必須の処理ではない。
【００９２】
　また、本実施形態では、自車両と他車両の進行方向の差や、自車両と他車両との距離を
用いて対象車両と非対象車両とを区別する例を示したが、これに限らない。例えば、自車
両の走行している道路の種別や、走行経路、交差点情報などを用いて対象車両と非対象車
両とを区別してもよい。
【００９３】
　さらに、本実施形態では、対向車線を走行する車両と、自車両から対象車両設定用距離
以上離れている他車両を、対象車両に設定せず、それ以外の他車両を対象車両とする構成
とするがこれに限らない。進行方向によらず、自車両から対象車両設定用距離以内に存在
する他車両を全て対象車両としてもよい。すなわち、図５に示すフローチャートは一例で
ある。対象車両とする条件は適宜設計されれば良い。
【００９４】
　また、対向車に限らず、物理的に遭遇する可能性がないと判定できる車両を、非対象車
両とする構成としてもよい。物理的に遭遇する可能性がない車両とは、例えば、都市高速
と一般道路が並走する区間において、都市高速道路を走行する車両と、一般道路を走行す
る車両の関係にある車両である。すなわち、自車両が高速道路に並走する一般道路を走行
している場合、高速道路を走行する他車両の中には、自車両と同じ進行方向となっている
ものも存在しうる。しかしながら、一般道路を走行している自車両と、高速道路を走行し
ている当該他車両とは、物理的に遭遇する可能性が無いと言える。したがって、このよう
な車両は非対称車両と設定することが好ましい。
【００９５】
　都市高速道路を走行する車両と、一般道路を走行する車両の関係にあるか否かは、種々
の方法で判定すれば良い。例えば、車々間通信で送受信される車両情報に、各車両が走行
している道路の種別（高速道路や一般道路）の情報が含まれている場合には、その情報を
用いて、上述したような関係を満たす車両であるか否かを判定すればよい。また、位置情
報が緯度・経度に加えて高さ方向の情報を含んでいる場合には、自車両と他車両が存在す
る高さの差から、物理的に遭遇する可能性があるか否かを判定してもよい。高さの差が所
定の閾値以上ある場合には、都市高速道路を走行する車両と、一般道路を走行する車両の
関係にあったり、立体駐車場において違う階層に存在する車両であったりすることを意味
し、何れの場合にも、物理的に遭遇する可能性がないと言える。
【００９６】
　逆に、交差点付近においては、その進行方向が、自車両の進行方向と一定の角度差を為
す他車両であっても、物理的に遭遇する可能性がある車両と判定してもよい。これは、交
差点においては、様々な進行方向となっている車両が合流するからである。
【００９７】
　視線検出部Ｆ６は、ドライバモニタ５が撮影した画像データを逐次取得し、その画像デ
ータから、公知の画像処理技術を用いて特徴点を検出し、顔領域、及び顔領域における目
領域、黒目部分などを検出する。本実施形態のドライバモニタ５は自車両に固定して設置
されているとともに、撮像方向も固定されているため、画像データにおける顔領域の位置
や大きさに応じて、自車両内におけるドライバの顔の位置を特定することができる。そし
て、視線検出部Ｆ６は顔領域の大きさと顔領域における目領域の位置および黒目の位置か
ら、ドライバの視線方向を検出する。
【００９８】
　認知判定部Ｆ７は、より細かい機能ブロックとして、他ドライバ認知状態判定部Ｆ７１
と、自ドライバ認知状態判定部Ｆ７２と、を備えている。他ドライバ認知状態判定部Ｆ７
１は、自車両に対する他ドライバの認知状態を判定する。本実施形態において、他ドライ
バ認知状態判定部Ｆ７１は、自車両に対する他ドライバの認知状態を、認知済み、未認知
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、不明の３つに区別することとする。
【００９９】
　自車両に対する他ドライバの認知状態が認知済みとなっている場合とは、他ドライバが
自車両を認識している場合を指し、自車両に対する他ドライバの認知状態が未認知となっ
ている場合とは、他ドライバが自車両を未だ認識していない場合を指す。また、自車両に
対する他ドライバの認知状態が不明となっている場合とは、他車両からの認知情報信号を
受信しておらず、自車両に対する他ドライバの認知状態を示す情報（すなわち、認知情報
）を得られていない場合を指す。このように自車両に対する他ドライバの認知状態が不明
となる場合とは、他車両に車載システム１０が搭載されていない場合などを意味する。他
ドライバ認知状態判定部Ｆ７１の詳細については、後述する他ドライバ認知状態判定処理
で言及する。
【０１００】
　自ドライバ認知状態判定部Ｆ７２は、他車両に対する自ドライバの認知状態を判定し、
認知情報送信処理部Ｆ３３に、その認知状態に基づいた認知情報を生成及び送信させる。
なお、他車両に対する自ドライバの認知状態とは、自ドライバが当該他車両の存在を認知
しているか否か、すなわち、認知済みか未認知の何れか一方で表されることとする。
【０１０１】
　報知制御部Ｆ８は、表示装置６や音声出力装置７を介して、ドライバに対して種々の情
報を報知する処理を実施する。例えば報知制御部Ｆ８は、他車両から受信した認知情報信
号に基づいて、当該他車両のドライバが自車両を認知しているか否かなどを表す情報を表
示装置６に表示する。
【０１０２】
　また、報知制御部Ｆ８は、自車両のドライバが、ドライバに報知すべき他車両が存在す
る方向をドライバに視認するように促す画像やテキストや、接近中の他車両が存在するこ
とをドライバに報知する画像やテキストを表示装置６に表示する。ここで、ドライバに報
知すべき他車両とは、自車両の視認可能範囲にあって、まだドライバが認知していない他
車両などが該当する。
【０１０３】
　なお、報知制御部Ｆ８は、表示装置６だけでなく、音声出力装置７を介してドライバに
対する報知を実施する。さらに、報知制御部Ｆ８は、ドアミラーに設けた照明装置（図示
略）を点灯させたりするなどして、自車両のドライバに、注意すべき方向を視認するよう
に促してもよい。この報知制御部Ｆ８の作動については、図６及び図７に示すフローチャ
ートの説明の中で言及する。
【０１０４】
　次に、図６に示すフローチャートを用いて、制御部１が実施する他ドライバ認知状態判
定処理について説明する。この他ドライバ認知状態判定処理は、制御部１が備える機能ブ
ロックのうち、主として他ドライバ認知状態判定部Ｆ７１が実施する。他ドライバ認知状
態判定処理が備える各処理ステップのうち、他ドライバ認知状態判定部Ｆ７１が実施する
処理ステップに関しては、その処理ステップを実施する主体の記載を省略する。
【０１０５】
　この図６に示すフローチャートは、例えば、逐次（１００ミリ秒毎に）実施される。な
お、以下の処理は、周辺車両リストにおいて対象車両となっている他車両毎に順次実施す
る。したがって、以降での説明に登場する対象車両とは、周辺車両リストにおいて対象車
両と設定されている他車両のうちの任意の１台を指す。
【０１０６】
　まず、ステップＳ２０１では、自車両の位置情報と、対象車両の位置情報に基づいて、
自車両が、対象車両の視認可能範囲内に存在するか否かを判定する。対象車両の視認可能
範囲は、予め設計された視認可能範囲定義データと、位置情報と、進行方向と、に基づい
て定まる範囲である。例えば、視認可能範囲は、位置情報が示す地点を基準として、車両
前後方向において所定距離（例えば５０ｍ）以内、車幅方向において所定距離（例えば２
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０ｍ）以内となる範囲とすればよい。車両の前後方向や車幅方向などは、進行方向から決
定すればよい。
【０１０７】
　視認可能定義データは、その視認可能定義データによって定まる視認可能範囲が、ドラ
イバが視認できると想定される範囲となるように予め設計されればよい。例えば視認可能
範囲が、ドライバが車両の正面方向を向いている姿勢において視界に入る範囲だけでなく
、体や顔の向きを変えることで、直接視認できる範囲を含むように視認可能範囲データは
設計されてもよい。さらに、視認可能範囲が、ドアミラーやバックミラーを介してドライ
バが間接的に視認できる範囲を含むように視認可能範囲定義データを設定してもよい。ま
た、視認可能範囲定義データは、周辺監視システム３が検出できる範囲に基づいて設定さ
れてもよい。
【０１０８】
　また、視認可能範囲は、視認可能範囲定義データに加えて、例えば雨天や降雪、霧など
の天候条件や夜間か否かなどの、ドライバの視界距離に影響するパラメータ（視界パラメ
ータとする）に基づいて設定されてもよい。例えば、雨天時や降雪時、霧が出ている場合
には、ドライバの視界距離は、晴天時などに比べて低下する。したがって、雨天時や降雪
時、霧が出ている場合には、視認可能範囲も通常時よりも小さくなるように設定してもよ
い。夜間時も、昼間よりもドライバの視界が悪くなる。したがって、夜間時は、昼間時よ
りも視認可能範囲が狭まるように設定する。
【０１０９】
　夜間か否かは、時間情報に基づいて判定してもよいし、日照センサの出力値から判定し
てもよい。また、天候条件は、車両外部に設けられたセンタから取得してもよいし、レイ
ンセンサから取得してもよい。
【０１１０】
　なお、視認可能範囲データは、対象車両の視認可能範囲を決定する場合だけではなく、
自車両の視認可能範囲を決定する際にも用いる。すなわち、自車両の位置情報、進行方向
、及び視認可能範囲定義データに基づいて、自車両の視認可能範囲も一意に定めることが
できる視認可能範囲定義データは、メモリ１１に保存されているものとする。
【０１１１】
　そして、自車両が、対象車両の視認可能範囲に存在する場合には、ステップＳ２０１が
ＹＥＳとなってステップＳ２０２に移る。一方、自車両が対象車両の視認可能範囲に存在
しない場合にはステップＳ２０１がＮＯとなって本フローを終了する。
【０１１２】
　なお、本実施形態では、対象車両と自車両との間に他の車両が存在し、当該他の車両に
よって、自車両の周辺監視システム３で対象車両を検出できていない場合には、自車両は
対象車両の視認可能範囲に存在しないと判定する。自車両の周辺監視システム３で対象車
両を検出できていない場合には、車両情報の送信元としての対象車両と、周辺車両データ
に含まれる他車両との対応付けができていない状態であることを意味する。
【０１１３】
　もちろん、他の態様として、対象車両と自車両との間に他の車両が存在し、自車両の周
辺監視システム３で対象車両を検出できていない場合であっても、自車両は対象車両の視
認可能範囲に存在すると判定する構成としてもよい。
【０１１４】
　ステップＳ２０２では、認知情報受信処理部Ｆ３４が対象車両から認知情報信号を受信
したか否かを判定する。対象車両から認知情報信号を受信した場合には、ステップＳ２０
２がＹＥＳとなってステップＳ２０４に移る。一方、対象車両から認知情報信号を受信し
なかった場合には、ステップＳ２０２がＮＯとなってステップＳ２０３に移る。なお、こ
こでは一例としてステップＳ２０１でＹＥＳとなってから、一定時間以内に当該対象車両
からの認知情報信号を受信しなかった場合に、ステップＳ２０２をＮＯと判定することと
する。
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【０１１５】
　ステップＳ２０３では、自車両に対する他ドライバの認知状態を不明と判定して本フロ
ーを終了する。
【０１１６】
　ステップＳ２０４では、受信した認知情報信号に基づいて、対象車両のドライバが自車
両を認知しているか否かを判定する。そして、対象車両のドライバが自車両を認知してい
る場合、ここでは、受信した認知情報信号に含まれている認知フラグが１となっている場
合には、ステップＳ２０４がＹＥＳとなってステップＳ２０８に移る。一方、対象車両の
ドライバが自車両を認知していない場合、すなわち、受信した認知情報信号に含まれてい
る認知フラグが０となっている場合には、ステップＳ２０４がＮＯとなってステップＳ２
０５に移る。
【０１１７】
　ステップＳ２０５では、自車両に対する他ドライバの認知状態を、未認知と判定してス
テップＳ２０６に移る。この場合、上述したように、他ドライバが自車両を未だ認識して
いないことを意味する。
【０１１８】
　ステップＳ２０６では報知制御部Ｆ８が、対象車両のドライバが自車両の存在を認知し
ていないことを示す情報を自ドライバに報知してステップＳ２０７に移る。より具体的に
は、報知制御部Ｆ８は、対象車両のドライバが自車両の存在を認知していないことを示す
画像やテキストを表示装置６に表示する。また、対象車両のドライバが自車両の存在を認
知していないことを示す音声を音声出力装置７から出力してもよい。
【０１１９】
　ステップＳ２０７では、本フローを継続するか否かを判定する。本フローを継続すると
判定する場合とは、例えば自車両がまだ対象車両の視認可能範囲に存在している場合であ
る。また、本フローを継続しないと判定する場合とは、自車両が対象車両の視認可能範囲
から退出した場合とする。
【０１２０】
　ステップＳ２０７で本フローを継続すると判定した場合には、ステップＳ２０７がＹＥ
ＳとなってステップＳ２０４に移る。一方、ステップＳ２０７で本フローを継続しないと
判定した場合には、ステップＳ２０７がＮＯとなって本フローを終了する。すなわち、本
フローを継続しないと判定するか、又は、対象車両のドライバが自車両を認知しているこ
とを示す認知情報信号を受信するまで（ステップＳ２０４　ＹＥＳ）、ステップＳ２０４
～Ｓ２０７を繰り返す。その間、自車両に対する他ドライバの認知状態は未認知であると
いう判定を維持する。
【０１２１】
　ステップＳ２０８では、自車両に対する他ドライバの認知状態を、認知済みと判定して
ステップＳ２０９に移る。この場合、上述したように、他ドライバが自車両を認識してい
ることを意味する。ステップＳ２０９では報知制御部Ｆ８が、対象車両のドライバが自車
両の存在を認知していることを示す情報を自ドライバに報知してステップＳ２１０に移る
。より具体的には、報知制御部Ｆ８は、対象車両のドライバが自車両の存在を認知してい
ることを示す画像やテキストを表示装置６に表示する。また、対象車両のドライバが自車
両の存在を認知していることを示す音声を音声出力装置７から出力してもよい。
【０１２２】
　ステップＳ２１０では、ステップＳ２０８で自車両に対する他ドライバの認知状態は認
知済みであると判定してから所定の時間（判定結果保持時間とする）経過したか否かを判
定する。この判定結果保持時間は、認知済みという判定結果を保持する時間であって、適
宜設計されればよい。本実施形態では一例として１０秒とするが、その他、５秒や１５秒
などであってもよい。
【０１２３】
　そして、ステップＳ２０８で自車両に対する他ドライバの認知状態は認知済みであると
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判定してから判定結果保持時間経過した場合には、ステップＳ２１０がＹＥＳとなってス
テップＳ２１１に移る。一方、判定結果保持時間経過していない間は、ステップＳ２１０
がＮＯとなってステップＳ２１０を繰り返す。
【０１２４】
　ステップＳ２１１では、自車両に対する他ドライバの認知状態の判定結果を初期化して
、すなわち、認知済みであるという判定結果を取り消して、ステップＳ２１２に移る。ス
テップＳ２１２では、ステップＳ２０７と同様に、本フローを継続するか否かを判定する
。ステップＳ２１２で本フローを継続すると判定した場合には、ステップＳ２１２がＹＥ
ＳとなってステップＳ２０４に移る。一方、ステップＳ２１２で本フローを継続しないと
判定した場合には、ステップＳ２１２がＮＯとなって本フローを終了する。
【０１２５】
　次に、図７に示すフローチャートを用いて、制御部１が実施する認知情報送信関連処理
について説明する。この認知情報送信関連処理は、主として自ドライバ認知状態判定部Ｆ
７２が、他の機能ブロック（認知情報送信処理部Ｆ３３）と協働して実施するものである
。認知情報送信関連処理が備える各処理ステップのうち、自ドライバ認知状態判定部Ｆ７
２が実施する処理ステップに関しては、その処理ステップを実施する主体の記載を省略す
る。
【０１２６】
　この図７に示すフローチャートは、例えば、逐次（１００ミリ秒毎に）実施される。な
お、以下の処理も、前述の他ドライバ認知状態判定処理と同様に、周辺車両リストにおい
て対象車両となっている全ての他車両毎に実施することとする。すなわち、図７に示すフ
ローチャートの説明の中で言及する対象車両とは、周辺車両リストにおいて対象車両と設
定されている他車両のうちの任意の１台を指す。
【０１２７】
　まず、ステップＳ３０１では、自車両の位置情報と、対象車両の位置情報に基づいて、
対象車両が、自車両の視認可能範囲内に存在するか否かを判定する。自車両の視認可能範
囲は、自車両の位置情報、進行方向、及びメモリ１１に登録されている視認可能範囲定義
データに基づいて算出すればよい。
【０１２８】
　そして、対象車両が、自車両の視認可能範囲に存在する場合には、ステップＳ３０１が
ＹＥＳとなってステップＳ３０２に移る。一方、自車両が対象車両の視認可能範囲に存在
しない場合にはステップＳ３０１がＮＯとなって本フローを終了する。
【０１２９】
　なお、本実施形態では、対象車両と自車両との間に他の車両が存在し、当該他の車両に
よって、自車両の周辺監視システム３で対象車両を検出できていない場合には、対象車両
は自車両の視認可能範囲に存在しないと判定する。もちろん、他の態様として、対象車両
と自車両との間に他の車両が存在し、自車両の周辺監視システム３で対象車両を検出でき
ていない場合であっても、対象車両が自車両の視認可能範囲に存在すると判定する構成と
してもよい。
【０１３０】
　ステップＳ３０２では、対象車両に対する自ドライバの認知状態を判定する処理（自ド
ライバ認知状態判定処理とする）を実施し、ステップＳ３０３に移る。ここで、このステ
ップＳ３０２で実施する自ドライバ認知状態判定処理について、図８に示すフローチャー
トを用いて説明する。
【０１３１】
　図８に示すフローチャートは前述の通り、図７のステップＳ３０２に移ったときに開始
される。なお、他の態様として逐次実施し、処理の結果得られる認知状態を当該他車両と
対応付けて保持していてもよい。
【０１３２】
　まず、ステップＳ３１では、対象車両の自車両に対する相対位置を取得し、その対象車
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両が存在する方向（対象車両方向とする）を取得する。ステップＳ３２では、視線検出部
Ｆ６が検出している自ドライバの視線方向を取得する。
【０１３３】
　ステップＳ３３では、視線検出部Ｆ６が検出している自ドライバの視線方向に基づいて
、自ドライバが対象車両を認知したか否かを判定する。例えば、ステップＳ３２で取得し
ている自ドライバの視線方向が、ステップＳ３１で取得した対象車両方向と一致している
時間が一定時間（視認判定時間とする）以上となっている場合に、自ドライバが対象車両
を認知したと判定する。視認判定時間は、適宜設計されれば良く、ここでは１．５秒とす
る。
【０１３４】
　また、ドアミラーを介して自ドライバが間接的に見ることができる範囲に存在する場合
には、自ドライバの視線方向が、当該対象車両が存在する側に対応するドアミラーが設置
されている方向となっている時間が視認判定時間以上となっている場合に、自ドライバが
対象車両を認知したと判定する。
【０１３５】
　ドアミラーを介して自ドライバが間接的に見ることができる範囲は、例えば、ドライバ
モニタ５が検出しているドライバの頭の位置と、ドラミラー角度センサが検出しているド
アミラーの角度と、に基づいて決定すれば良い。また、ドライバの頭の位置に代わって、
運転席のヘッドレストの位置を用いても良い。運転席のヘッドレストの位置は、運転席の
座席の位置を検出する座席位置センサの出力値に基づいて決定してもよいし、標準的な座
席の位置から決定してもよい。
【０１３６】
　さらに、周辺監視システム３が自車両の周辺を撮影するカメラ（例えば後方カメラ等）
を備えてあって、そのカメラが撮影した、その対象車両が含まれている画像を表示装置６
に表示している場合には、自ドライバの視線方向が、表示装置６が設置されている方向と
一致している時間が視認判定時間以上となった場合に自ドライバが対象車両を認知したと
判定してもよい。
【０１３７】
　自ドライバが対象車両を認知したと判定した場合には、ステップＳ３３がＹＥＳとなっ
てステップＳ３４に移る。また、自ドライバが対象車両を認知していないと判定した場合
には、ステップＳ３３がＮＯとなってステップＳ３５に移る。
【０１３８】
　ステップＳ３４では、対象車両に対する自ドライバの認知状態を、認知済みであると判
定して、図７の認知情報送信関連処理に戻る。また、ステップＳ３５では、対象車両に対
する自ドライバの認知状態を、未認知であると判定して、図７の認知情報送信関連処理に
戻る。
【０１３９】
　図７のフローチャートに戻り、認知情報送信関連処理の続きを説明する。ステップＳ３
０３では、ステップＳ３０２で実施した自ドライバ認知状態判定処理の結果、対象車両に
対する自ドライバの認知状態が、認知済みであるか否かを判定する。対象車両に対する自
ドライバの認知状態が認知済みである場合には、ステップＳ３０３がＹＥＳとなってステ
ップＳ３０４に移る。一方、対象車両に対する自ドライバの認知状態が未認知である場合
には、ステップＳ３０３がＮＯとなってステップＳ３０８に移る。
【０１４０】
　ステップＳ３０４では認知情報送信処理部Ｆ３３が、対象車両に向けて、自ドライバが
対象車両を認知していることを示す認知情報信号を送信する。すなわち、認知フラグを１
とした認知情報信号を対象車両に送信する。ステップＳ３０４での処理が完了するとステ
ップＳ３０５に移る。
【０１４１】
　ステップＳ３０５では、認知情報信号を送信してから判定結果保持時間経過したか否か
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を判定する。認知情報信号を送信してから判定結果保持時間経過した場合には、ステップ
Ｓ３０５がＹＥＳとなってステップＳ３０６に移る。一方、認知情報信号を送信してから
判定結果保持時間経過していない場合には、ステップＳ３０５がＮＯとなり、ステップＳ
３０５を繰り返して判定結果保持時間経過するまで待機する。ステップＳ３０６では、対
象車両に対する自ドライバの認知状態を未認知に戻して（すなわち初期化して）、ステッ
プＳ３０７に移る。
【０１４２】
　ステップＳ３０７では、本フローを継続するか否かを判定する。本フローを継続すると
判定する場合とは、例えば対象車両がまだ自車両の視認可能範囲に存在している場合であ
る。また、本フローを継続しないと判定する場合とは、対象車両が自車両の視認可能範囲
から退出した場合とする。
【０１４３】
　ステップＳ３０７で本フローを継続すると判定した場合には、ステップＳ３０７がＹＥ
ＳとなってステップＳ３０２に移る。一方、ステップＳ３０７で本フローを継続しないと
判定した場合には、ステップＳ３０７がＮＯとなって本フローを終了する。
【０１４４】
　ステップＳ３０８では認知情報送信処理部Ｆ３３が、対象車両に向けて、自ドライバが
対象車両を認知していないことを示す認知情報信号を送信する。すなわち、認知フラグを
０とした認知情報信号を対象車両に送信する。ステップＳ３０８での処理が完了するとス
テップＳ３０９に移る。
【０１４５】
　ステップＳ３０９では、自ドライバに対象車両を認知するように促す報知処理を実施し
て、ステップＳ３１０に移る。より具体的には、報知制御部Ｆ８は、表示装置６に対象車
両方向を視認するように促す内容の情報を表示する。また、報知制御部Ｆ８は、対象車両
方向を視認するように促す音声を音声出力装置７から出力させてもよい。さらに、対象車
両が存在する側のドアミラーに設けた照明装置（図示略）を点灯させたりするなどして、
自車両のドライバに、対象車両方向を視認するように促してもよい。
【０１４６】
　ステップＳ３１０では、ステップＳ３０７と同様に、本フローを継続するか否かを判定
する。ステップＳ３１０で本フローを継続すると判定した場合には、ステップＳ３１０が
ＹＥＳとなってステップＳ３０２に移る。一方、ステップＳ３１０で本フローを継続しな
いと判定した場合には、ステップＳ３１０がＮＯとなって本フローを終了する。
【０１４７】
　次に、図９を用いて、車両用認知通知システムの作動及び効果について説明する。図９
は、車両Ａが、車両Ｂを追い抜こうとしている状況を示す模式図である。車両Ｃは、車両
Ｂにとっての先行車両である。車両Ｂが走行する車線は、車両Ａが走行する車線に比べて
混んでいるものとする。車両Ａ及び車両Ｂはそれぞれ、車載システム１０Ａ及び１０Ｂを
搭載している。
【０１４８】
　また、図９中に示す一点鎖線２０Ａは車両Ａの視認可能範囲を、一点鎖線２０Ｂは車両
Ｂの視認可能範囲をそれぞれ示す。すなわち、図９は、車両Ａが車両Ｂの視認可能範囲に
進入し、車両Ｂが車両Ａの視認可能範囲に入った時点を表している。なお、便宜上、車両
Ａが車両Ｂからの認知情報信号を受信し、車両Ｂが車両Ａに対して認知情報信号を送信す
るものとして以下の説明を行う。また、車両Ａを自車両、車両Ｂを自車両Ａにとっての他
車両とする。
【０１４９】
　まず、自車両Ａの車載システム１０Ａは、自車両Ａが他車両Ｂの視認可能範囲に進入し
たこと（ステップＳ２０１　ＹＥＳ）を受けて、他車両Ｂから認知情報信号が送信されて
くるのを待機する（すなわち、受信待機状態となる）。そして、他車両Ｂからの認知情報
信号を受信すると（ステップＳ２０２　ＹＥＳ）、車両Ａの他ドライバ認知状態判定部Ｆ
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７１は、その認知情報信号に基づいて、他車両Ｂのドライバが自車両Ａを認知しているか
否かを判定する（ステップＳ２０４）。
【０１５０】
　ここで、他車両Ｂの自ドライバ認知状態判定部Ｆ７２が、他車両Ｂのドライバが車両Ａ
を認知していると判定している場合（ステップＳ３０３　ＹＥＳ）、車両Ｂは、車両Ｂの
ドライバが車両Ａを認知していることを示す認知情報信号を送信する（ステップＳ３０４
）。すなわち、車両Ａが受信した認知情報信号は、車両Ｂのドライバが車両Ａを認知して
いることを示す内容となっている（ステップＳ２０４　ＹＥＳ）。そして、車両Ａの報知
制御部Ｆ８は、車両Ｂのドライバは車両Ａを認知していることを、表示装置６や音声出力
装置７などを介して車両Ａのドライバに報知する（ステップＳ２０９）。
【０１５１】
　すなわち、以上の構成によれば、自車両Ａのドライバは、他車両のドライバが自車両Ａ
を認知していることを認識できる。
【０１５２】
　また、他車両Ｂの自ドライバ認知状態判定部Ｆ７２が、他車両Ｂのドライバが車両Ａを
認知していないと判定している場合（ステップＳ３０３　ＮＯ）、車両Ｂは、車両Ｂのド
ライバが車両Ａを認知していないことを示す認知情報信号を送信する（ステップＳ３０８
）。すなわち、車両Ａが受信した認知情報信号は、車両Ｂのドライバが車両Ａを認知して
いないことを示す内容となっている（ステップＳ２０４　ＮＯ）。そして、車両Ａの報知
制御部Ｆ８は、車両Ｂのドライバは車両Ａを認知していないことを、表示装置６や音声出
力装置７などを介して車両Ａのドライバに報知する（ステップＳ２０６）。
【０１５３】
　したがって、以上の構成によれば、自車両Ａのドライバは、他車両のドライバが自車両
Ａを認知していないことを認識できる。例えば、図９の状況においては、自車両のドライ
バは、追い抜こうとしている他車両Ｂのドライバが自車両を認知していないことを知るこ
とによって、車両Ｂが急に自車両Ａが走行している車線に車線変更してくるかもしれない
などの予測をたてることができる。
【０１５４】
　さらに、本実施形態において車両Ａの他ドライバ認知状態判定部Ｆ７１は、車両Ｂの視
認可能範囲に進入してから一定時間経過しても、車両Ｂからの認知情報信号を受信しなか
った場合には（ステップＳ２０２　ＮＯ）、車両Ｂのドライバが自車両を認知しているか
否かは不明であると判定し（ステップＳ２０３）、車両Ａのドライバにその旨を報知する
。
【０１５５】
　したがって、自車両Ａのドライバは、他車両Ｂのドライバが自車両Ａの存在を認知して
いるか否かは不明であるという情報を得ることができる。他車両Ｂのドライバが自車両Ａ
の存在を認知しているかが不明である場合、車両Ａのドライバは、車両Ｂのドライバが自
車両Ａを認知していない場合と同様に、車両Ｂが自車両Ａの走行車線に車線変更してくる
かもしれないなどの予測をたてることができる。
【０１５６】
　なお、本実施形態では、自車両Ａの他ドライバ認知状態判定部Ｆ７１は、一度他車両Ｂ
のドライバが自車両Ａを認知していると判定してから、判定結果保持時間経過した場合に
は、その判定結果を取り消す。そして、再び他車両Ｂのドライバの自車両Ａに対する認知
状態を判定する構成とした。これによって、自車両Ａと他車両Ｂとが並走している状態が
、判定結果保持時間以上継続して、他車両Ｂのドライバの自車両Ａに対する意識が薄くな
っている場合には、未認知に戻すことができる。
【０１５７】
　また、以上では、図９における車両Ａを自車両、車両Ｂを他車両として、本実施形態の
作動及び効果を述べたが、もちろん、それぞれが逆の立場となることもある。以下では、
車両Ａを他車両、車両Ｂを自車両とした場合の、自車両Ｂにおける作動及び効果について
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述べる。
【０１５８】
　まず、自車両Ｂの車載システム１０Ａは、他車両Ａが自車両Ｂの視認可能範囲に進入し
たこと（ステップＳ３０１　ＹＥＳ）を受けて、自ドライバ認知状態判定部Ｆ７２が自ド
ライバ認知状態判定処理を実施し（ステップＳ３０２）、自車両Ｂのドライバが他車両Ａ
を認知しているか否かを判定する。自車両Ｂのドライバが他車両Ｂを認知していると判定
した場合には（ステップＳ３０３　ＹＥＳ）、自車両Ｂのドライバが他車両Ｂを認知して
いることを示す認知情報信号を他車両Ｂに送信する。
【０１５９】
　すなわち、以上で述べた本実施形態の構成によれば、他車両Ａに対して、自車両Ｂのド
ライバが当該他車両Ａを認知していることを通知することができる。
【０１６０】
　なお、自ドライバ認知状態判定部Ｆ７２が、自車両Ｂのドライバが他車両Ａを認知して
いないと判定した場合には（ステップＳ３０３　ＮＯ）、報知制御部Ｆ８は、自車両Ｂの
ドライバに対して、他車両Ａの存在を確認するように促す報知を実施する。これによって
、自車両Ｂのドライバは、他車両Ａを認知しやすくなる。
【０１６１】
　また、自車両Ｂのドライバが他車両Ａを認知していないと判定されている場合であって
、かつ、他車両Ａが自車両Ｂの視認可能範囲内に存在する場合（ステップＳ３１０　ＹＥ
Ｓ）には、自ドライバ認知状態判定処理は逐次実施される。このため、その後、自車両Ｂ
のドライバが他車両Ａを認知した場合には、自車両Ｂのドライバが他車両Ａを認知してい
ることを示す認知情報信号が他車両Ａに送信される。
【０１６２】
　なお、以上では、各車両Ａ、及び車両Ｂの組み合わせにおいて、何れか一方が認知情報
信号を送信し、他方が認知情報信号を受信する構成としたが、車両Ａ及び車両Ｂのそれぞ
れが相手に向けて認知情報信号を送信する構成としてもよい。すなわち、車両Ａは、車両
Ｂからの認知情報信号を受信する一方、車両Ｂに対して認知情報信号を送信してもよい。
【０１６３】
　また、以上では、追い抜き／追い抜かれの状況において認知情報信号を送受信する例を
示したが、もちろん、その他の状況にも適用することができる。例えば交差点に進入する
状況において、認知情報信号を送受信することで、ドライバ同士の認識をすり合わせるこ
とができ、交差点付近での衝突の可能性を低減することができる。　以上、本発明の実施
形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、以下に述べる変
形例も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で種
々変更して実施することができる。
【０１６４】
　（変形例１）
　変形例１の制御部１は、図１０に示すように上述した機能ブロック（Ｆ１～Ｆ８）に加
えて、位置関係変化検出部Ｆ９を備える。位置関係変化検出部Ｆ９は、自車両と、自車両
周辺を走行する他車両との相対位置、及びその相対位置の時間変化から、両者の位置関係
を変更しようとする、自車両及び他車両の少なくとも何れか一方の動作を検出する。ここ
での位置関係の変更とは、先行車両となる車両や後続車両となる車両を変更することを指
す。なお、ここでの相対位置の時間変化とは、相対速度によって表されてもよい。また、
相対速度を時間微分して定まる相対加速度によって表されても良い。
【０１６５】
　位置関係変化検出部Ｆ９は、より細かい機能ブロックとして、追い抜き判定部Ｆ９１、
及び追い抜かれ判定部Ｆ９２を備える。なお、位置関係変化検出部Ｆ９が実施する処理は
、自車両周辺を走行する他車両のそれぞれに対して実施する。ここでの自車両周辺を走行
する他車両とは、周辺監視システム３で検出している他車両としてもよいし、自車両の視
認可能範囲に存在する他車両としてもよい。
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【０１６６】
　追い抜き判定部Ｆ９１は、自車両が他車両を追い抜こうとしているか否かを判定する。
自車両が他車両を追い抜く状況としては、自車両が走行している車線（自車走行車線とす
る）において自車両前方を走行している他車両を追い抜く場合や、自車走行車線に隣接し
、その進行方向が自車走行車線と等しい車線（隣接車線とする）において自車前方を走行
する他車両を追い抜く場合などが考えられる。
【０１６７】
　ここでは、一例として、追い抜き判定部Ｆ９１が、隣接車線において自車両前方を走行
する車線を走行する他車両を、自車両が追い抜こうとしているか否かを判定する場合の処
理について述べる。以降では、自車走行車線において自車両前方を走行している他車両の
うち、最も自車両に近い他車両を正面先行車両と称し、隣接車線において自車両前方を走
行する他車両のうち、最も自車両に近い他車両を側方先行車両と称する。なお、同じ車線
を走行しているか否かは周知の車線検出技術を適用すればよい。
【０１６８】
　追い抜き判定部Ｆ９１は、まず、自車両に対する他車両の相対位置から、当該他車両が
、側方先行車両であるか否かを判定する。次に、当該他車両が、側方先行車両である場合
には、自車走行車線において、当該自車走行車線での走行を維持したまま、当該他車両を
追い抜くことができるか否かを判定する。当該自車走行車線での走行を維持したまま、当
該他車両を追い抜くことができる場合とは、自車走行車線において少なくとも当該他車両
の側方の領域まで正面先行車両が存在しない場合などである。当該他車両を追い抜くこと
ができると判定した場合には、自車両と他車両との相対位置の時間変化から、自車両が当
該他車両を追い抜こうとしているか否かを判定する。
【０１６９】
　ここで、自車両が当該他車両を追い抜こうとしていると判定する場合とは、自車両と当
該他車両との距離が時間の経過に伴って小さくなっている場合、すなわち、自車両が当該
他車両に接近していっている場合などである。また、自車両が当該他車両に接近する場合
とは、自車両に対する他車両の相対速度が負である場合を意味する。したがって、自車両
に対する他車両の相対速度が負である場合に、自車両が当該他車両を追い抜こうとしてい
ると判定してもよい。さらに、自車両に対する当該他車両の相対化速度が負となっている
場合に、自車両が当該他車両を追い抜こうとしていると判定してもよい。
【０１７０】
　以上のようにして、追い抜き判定部Ｆ９１は、自車両が側方先行車両を追い抜こうとし
ているか否かを判定する。そして、追い抜き判定部Ｆ９１が、自車両が側方先行車両を追
い抜こうとしていると判定したことに基づいて、他ドライバ認知状態判定部Ｆ７１は、自
車両が追い抜こうとしている他車両を対象とする他ドライバ認知状態判定処理を開始する
。また、追い抜き判定部Ｆ９１によって自車両が側方先行車両を追い抜こうとしていると
判定されている場合には、制御部１は自車両が追い抜こうとしている他車両を対象とする
認知情報送信関連処理を実施しないこととする。これに伴って、自ドライバ認知状態判定
部Ｆ７２は、当該他車両に対する自ドライバ認知状態判定処理を実施しない。
【０１７１】
　なお、以上では、追い抜き判定部Ｆ９１が、自車両が側方先行車両に相当する他車両を
追い抜こうとしているか否かを判定する場合の処理について説明したが、正面先行車両に
相当する他車両を追い抜こうとしているか否かを判定する処理についても、適宜、他車両
を追い抜こうとしていると判定する条件を設計すればよい。
【０１７２】
　ところで、自車両が正面先行車両に相当する他車両を追い抜こうとしている場合、車線
変更を実施した後は、側方先行車両に相当する他車両を追い抜こうとする状況と、同じ状
況となる。したがって、正面先行車両を追い抜こうとしているか否かを判定する処理につ
いても以上で述べた処理と同様の判定条件を適用することもできる。
【０１７３】
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　追い抜かれ判定部Ｆ９２は、自車両が他車両に追い抜かれようとしているか否か、すな
わち、他車両が自車両を追い抜こうとしているか否かを判定する。自車両が他車両に追い
抜かれる状況としては、自車走行車線において自車両後方を走行している他車両に追い抜
かれる場合や、隣接車線において自車を走行する他車両に追い抜かれる場合などが考えら
れる。
【０１７４】
　ここでは、一例として、追い抜かれ判定部Ｆ９２が、隣接車線を走行する他車両を追い
抜こうとしているか否かを判定する場合の処理について述べる。以降では、自車走行車線
において自車両後方を走行している他車両のうち、最も自車両に近い他車両を背面後続車
両と称し、隣接車線において自車両後方を走行する他車両のうち、最も自車両に近い他車
両を側方後続車両と称する。
【０１７５】
　追い抜かれ判定部Ｆ９２は、まず、自車両に対する他車両の相対位置から、当該他車両
が、側方後続車両であるか否かを判定する。当該他車両が側方先行車両である場合には、
当該他車両が自車両を追い抜くことができるか否かを判定する。当該他車両が自車両を追
い抜くことができる場合とは、その側方後続車両が走行する車線において自車両側方に相
当する領域から自車両斜め前方に相当する領域までに、別の他車両が存在しない場合など
である。当該他車両が自車両を追い抜くことができると判定した場合には、自車両と他車
両との相対位置の時間変化に基づいて、自車両が当該他車両を追い抜こうとしているか否
かを判定する。
【０１７６】
　ここで、当該他車両が自車両を追い抜こうとしていると判定する場合とは、自車両と当
該他車両との距離が時間の経過に伴って小さくなっている場合、すなわち、当該他車両が
自車両に接近してきている場合などである。なお、他車両が自車両に接近する場合とは、
自車両に対する他車両の相対速度が正である場合を意味する。また、その他、自車両に対
する当該他車両の相対化速度が正となっている場合に、他車両が自車両を追い抜こうとし
ていると判定してもよい。
【０１７７】
　以上のようにして、追い抜かれ判定部Ｆ９２は、側方後続車両が自車両を追い抜こうと
しているか否か、すなわち、自車両が後方後続車両に追い抜かれようとしているか否かを
判定する。そして、追い抜かれ判定部Ｆ９２が、自車両が側方先行車両に追い抜かれよう
としていると判定したことに基づいて、自ドライバ認知状態判定部Ｆ７２は、自車両を追
い抜こうとしている他車両を対象とする自ドライバ認知状態判定処理を開始する。
【０１７８】
　また、追い抜かれ判定部Ｆ９２が、自車両が側方先行車両に追い抜かれようとしている
と判定している場合には、自車両を追い抜こうとしている他車両を対象とする他ドライバ
認知状態判定処理を実施しない構成とする。
【０１７９】
　なお、以上では、追い抜かれ判定部Ｆ９２が、側方後続車両に相当する他車両が自車両
を追い抜こうとしているか否かを判定する場合の処理について説明したが、背面後続車両
に相当する他車両が自車両を追い抜こうとしているか否かを判定する処理についても、適
宜、他車両を追い抜こうとしていると判定する条件を設計すればよい。
【０１８０】
　以上のような変形例１の構成によれば、例えば、先行車両や後続車両といった位置関係
を変更しようとしている自車両と他車両の組み合わせにおいて、認知情報信号を送信する
側となる車両と、認知情報信号を受信する側となる車両とを区別することができる。
【０１８１】
　例えば、自車両が側方先行車両に相当する他車両を追い抜こうとしている場合、実施形
態で述べたように、当該他車両のドライバが自車両を認知しているか否かといった情報は
自車両のドライバにとっては有用であるといえる。しかしながら、側方先行車両に相当す
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る他車両のドライバにとって、自車両のドライバが当該側方先行車両を認知しているか否
かは有用ではない可能性が高い。
【０１８２】
　このような場合に、自車両の車載システム１０が、当該他車両に対して認知情報信号を
送信してしまうと、当該他車両のドライバにとっては、有用ではない情報が報知されるこ
とになり、かえって当該他車両のドライバに煩わしさを与えてしまう可能性が生じる。
【０１８３】
　一方、この変形例１のような構成によれば、追い抜く側の車両（追抜車両とする）は、
その車両が追い抜こうとする車両（被追抜車両とする）を対象とする自ドライバ認知状態
判定処理を実施せず、当該被追抜車両に対して認知情報信号も送信しない。また、被追抜
車両の制御部１は、追抜車両を対象とする他ドライバ認知状態判定処理を実施しない。こ
のため、被追抜車両のドライバに対して、被追抜車両に対する追抜車両のドライバの認知
状態が報知されることを防ぐことができる。すなわち、被追抜車両のドライバに有用性の
低い情報が報知されることを防ぐことができる。
【０１８４】
　なお、以上では位置関係変化検出部Ｆ９が、自車両が他車両を追い抜こうとする動作や
、他車両が自車両を追い抜こうとする動作を検出する例を述べた。しかし、位置関係変化
検出部Ｆ９が検出する、位置関係を変更しようとする自車両又は他車両による動作は、こ
れらに限らない。例えば、自車両や他車両が車線変更しようとする動作や、正面先行車両
と背面後続車両の関係にある複数の他車両の間に割り込もうとする自車両の動作、さらに
は、自車両と、自車両の正面先行車との間に割り込もうとする他車両の動きなどを検出し
てもよい。
【０１８５】
　これらの動きは、例えば自車両又は他車両の方向指示レバーの位置が、方向指示レバー
の位置が右折位置や左折位置になっているかに基づいて判定すれば良い。自車両の方向指
示レバーの位置は、車載センサ群４が備える方向指示レバー位置センサから取得すればよ
い。また、他車両の方向指示レバーの位置は、車両情報に含まれている場合には、車両情
報から取得すればよい。そして、方向指示レバーの位置が右折位置や左折位置になってい
る場合に、その車両が車線変更しようとしていると判定すればよい。
【０１８６】
　また、周知の車線検出技術を用いて自車走行車線の定義づける白線を検出し、自車両や
他車両が当該白線に接近したり、当該白線を越える動作を検出した場合に、車線変更して
いると判定すればよい。
【０１８７】
　当該車線変更をしようとしている車両が他車両である場合には、その他車両、自車両、
及びその他の周辺車両の位置関係から、割り込みをしようとしているか否かを判定すれば
良い。例えば、進行方向において、正面先行車両と自車両との間に存在する側方先行車両
が、車線変更しようとしている場合には、割り込みをしようとしていると判定すればよい
。
【０１８８】
　（変形例２）
　前述の実施形態及び変形例１では、自車両のドライバが、他車両を認知していない場合
も、その旨を示す認知情報信号を当該他車両に送信する構成としたが、これに限らない。
自車両のドライバが他車両を認知している場合に、当該他車両に向けてその旨を示す信号
（認知済み信号とする）を送信し、自車両のドライバが他車両を認知していない場合には
その旨を示す信号を送信しない構成としてもよい。この認知済み信号が請求項に記載の信
号に相当する。もちろん、他車両も同様である。すなわち、他車両は、当該他車両のドラ
イバが自車両を認知している場合のみ、自車両に向けて認知済み信号を送信する。
【０１８９】
　そして、自車両の車載システム１０は、他車両から認知済み信号を受信した場合に、自
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のような構成においても、自車両のドライバは、他車両のドライバが自車両を認知してい
ることを認識できる。
【０１９０】
　（その他の変形例）
　本実施形態では、自車両と対象車両の通信は、車車間通信で行う構成としたが、もちろ
んこれに限らない。自車両と他車両との通信は、車両外部に設けられたサーバなどを介し
て実施してもよい。
【０１９１】
　また、以上では、他ドライバの自車両に対する認知状態として、認知済み、未認知、不
明の３つに区別する構成としたが、これに限らない。未認知と不明とをまとめて、認知済
みと不明だけであってもよい。
【０１９２】
　また、以上では、図７の認知情報送信関連処理のステップＳ３０２において自ドライバ
認知状態判定処理を実施する構成としたが、これに限らない。自ドライバ認知状態判定部
Ｆ７２は、自ドライバ認知状態判定処理を、認知情報送信関連処理とは独立して逐次実施
しておき、その判定結果は、周辺車両リストの車両ＩＤなどと対応付けて保存しておけば
良い。このような構成によれば、認知情報送信関連処理のステップＳ３０２では、その時
点においてすでに判定されてある自ドライバの認知状態を取得して、ステップＳ３０３の
判定を実施すればよい。
【０１９３】
　また、以上では、対象車両の視認可能範囲に自車両が入ったか否かに基づいて、他ドラ
イバ認知状態判定処理を実施する構成としたがこれに限らない。自車両から、他ドライバ
認知状態判定処理の対象とする他車両に、認知情報信号を送信するように要求する認知情
報要求信号を送信したことを起点に、他ドライバ認知状態判定処理を実施する構成として
もよい。　さらに、以上では対象車両が自車両の視認可能範囲に入ったか否かに基づいて
、認知情報送信関連処理を実施する構成としたがこれに限らない。他車両から、認知情報
信号を送信するように要求する認知情報要求信号を受信したことを起点に、自ドライバ認
知状態判定処理を実施し、当該他車両に対して認知情報信号を返送する構成としてもよい
。
【０１９４】
　また、上述した認知情報要求信号は、他車両と自車両との位置関係に基づいて、自動的
に送信する構成としてもよいし、自車両のドライバが入力装置８を操作したことに基づい
て送信してもよい。
【符号の説明】
【０１９５】
１００　車両用認知通知システム、１０・１０Ａ・１０Ｂ　車載システム、１・１Ａ・１
Ｂ　制御部（車両用認知通知装置）、Ｆ１　自車位置検出部、Ｆ２　周辺監視制御部、Ｆ
３　通信処理部、Ｆ３１　車両情報送信処理部、Ｆ３２　車両情報受信処理部、Ｆ３３　
認知情報送信処理部、Ｆ３４　認知情報受信処理部、Ｆ４　車両情報管理部、Ｆ４１　他
車両情報取得部、Ｆ４２　車両情報格納処理部、Ｆ４３　周辺車両対応付け部、Ｆ５　対
象車両設定部、Ｆ６　視線検出部、Ｆ７　認知状態判定部、Ｆ７１　他ドライバ認知状態
判定部、Ｆ７２　自ドライバ認知状態判定部、Ｆ８　報知制御部、Ｆ９　位置関係変化検
出部、Ｆ９１　追い抜き判定部、Ｆ９２　追い抜かれ判定部
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